


１ ．認知 症１ ．認知 症

■ 認知症の予防

　 認知症は普段の生活習慣に気をつけるこ と で予防すること ができます。「 食事」「 運動」「 外出」 の

３ つの項目に注意し て生活し まし ょ う 。

❶よく 食べよう ！

・ 栄養状態の悪化が、 認知機

能の低下につながり ます。

バランスのよい食事を心が

けましょ う 。

・ 口腔内を清潔にし 、 定期的

に歯科検診を受けましょ う 。

❷よく 歩こう ！

・ 運動は体だけでなく 、 脳の

活性化にも有効です。

・ 無理のない範囲で、 30 分

以上のウォーキング（ 有酸

素運動） を週 2 ,3 回程度行

いましょ う 。

❸よく 外に出よう ！

・ 外出する機会が多いほど、

運動機能が保たれます。

・ 趣味や生きがいを見つけて

交流すること で、 認知症の

予防につながり ます。

■ 認知症と は？

　 認知症とは、 脳の障害により 認知機能が低下し て、 日常生活や社会生活に支障を来すよう になった

状態のこと を言います。 認知症は高齢になるほどなり やすく 、「 超高齢社会」 と 呼ばれる現在におい

ては、 誰でもなる可能性があり ます。

　 加齢による物忘れと 、 認知症による物忘れは異なり ます。 次の症状に思い当たると きは認知症かも

し れません。 認知症は早期発見すれば、 治療により 進行を止めたり 遅らせたり すること ができるほか、

将来の生活をどのよう にするのか予め決めておく こと ができます。 認知症かな？と 思われたら、 速や

かに医療機関や地域包括支援センタ ー等に相談しまし ょ う 。

●認知症による物忘れ

・ 経験したことの全部を忘れる。

・ 目の前の人が誰なのか分からない。

・ 食事をしたこと自体を忘れる。

・ 物の置き忘れや紛失が頻繁にある。

・ 月や季節を間違えることがある。

●加齢による物忘れ

・ 経験したことの一部を忘れる。

・ 目の前の人の名前を思い出せない。

・ 食事の献立が思い出せない。

・ 物の置き場所が思い出せないことがある。

・ 曜日や日付を間違えることがある。

■ あなたも 「 認知症サポーター」 に！

　 認知症は誰でもなる可能性があり 、 家族だけでなく 地域全体で支えていく 必要があり ます。 認知症

に関する正し い知識や情報を入手し て対応すること で、 認知症にまつわるト ラブルを未然に防ぐこと

ができるかもし れません。

　「 認知症サポータ ー」 と は、 地域に住む認知症の人やその家族を、 自分が

できる範囲で見守り 、 支援する応援者です。 豊橋市では「 認知症サポータ ー

講座」 を各地で開催し ています。 市民の皆様も他人ごと ではなく 自分ごとと

して、 認知症のこと を考えてみるきっかけと し て講座を受講し てみませんか。
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２ ．介護 保険２ ．介護 保険

■ 介護保険のし く み

　 介護保険は、 40 歳以上の人が保険料を負担し、 原則と し て 65 歳以上で介護や支援が必要になっ

たと 認定された人が、 利用料を支払ってサービスが利用できる助け合いの制度です。

　 豊橋市を含む東三河８ 市町村では、 急激な高齢化による介護サービス需要の増加に対し、 介護サー

ビス水準の維持・ 向上と 、 財政基盤の安定化を図るため、「 東三河広域連合」 を介護保険者と し て、

共同し て事務を行っています。 なお、 介護保険の要介護認定等の事務は、 各市町村の介護保険窓口が

引き続き担当し 、 豊橋市では長寿介護課が窓口となり ます。

※ 4 0 ～ 6 4 歳までの人は、 16 種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合、 要介護認定を受け

てサービスを利用すること ができます。

■ ケアプランの作成

　 介護保険サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。 要介護認定者は、居宅介護支援事

業所のケアマネジャーが、 要支援認定者と 事業対象者は、 地域包括支援センタ ーの職員がケアプラン

を作成し ます。認定結果が届いたら、居宅介護支援事業所や地域包括支援センタ ーに相談し てく ださい。

　 介護保険サービスの内容については、 ９ ・ 1 0 ページをご参照く ださ い。

■ 基本チェ ッ クリ スト

　 要介護認定を受けなく ても、 生活機能を調べる基本チェ ッ クリ スト を地域包括支援センタ ーで受け

ること で、 介護予防・ 日常生活支援総合事業の対象者（ 事業対象者） と し て、 サービスを利用するこ

とができます。

■ 要介護認定申請の流れ

❶相談・ 申請

長寿介護課のほか、 お住い

の校区の地域包括支援セン

ターで申請できます。

申請に必要なもの

・ 介護保険被保険者証

・ 医療保険被保険者証

※主治医に相談し 、 主治医

の氏名・ 病院名・ 連絡先

を確認してく ださい。

❷認定調査

認定調査員が自宅や入

院先等を訪問して、 心身

の状況について、 １ 時間

程度調査を行います。

●主治医意見書

主治医から 病気や認知

機能について記載し た

書類が提出されます。

❸ 介護認定審査会

認定調査と 主治医意見書をも

と に、 医療や福祉の専門家に

より 、 要介護度について判定

します。

❹ 認定結果通知

「 要介護１ ～５ 」「 要支援１・ ２ 」

「 非該当」のいずれかの結果通知

書と 被保険者証が送付さ れます。

東三河はひと つ
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３ ．地域包括支援センター３ ．地域包括支援センター

■ 地域包括支援センタ ーと は？

　 地域包括支援センタ ーは、 高齢者と そのご家族等が介護・ 医療・ 保健・ 福祉等の生活上の困り ごと

について相談をすること ができる『 高齢者の総合相談窓口』 です。

　 地域包括支援センタ ーには、 保健師（ または看護師）、 社会福祉士、 主任ケアマネジャーの専門資

格を持った職員が、 高齢者が住み慣れた地域で安心し て生活し 続けられるよう に、 適切な介護・ 医療・

福祉サービスの利用等を通じ て支援を行います。

　 豊橋市では 18 か所の地域包括支援センタ ーを設置し ており 、 高齢者のお住いの小学校区による担

当区域があり ますので、 ご利用の際は裏表紙の地域包括支援センタ ー連絡先をご確認く ださ い。

■ 介護予防の取り 組み

　 新型コ ロナウイルスの感染拡大の中で、 外出の機会が減り 、 足腰の衰えを感じ たり 気持ちが落ち込

んだり すること はあり ませんか？加齢により 、 心身の活力が徐々に低下し た虚弱な状態のこ と を「 フ

レイル」 と言います。 フレイルになると 介護が必要な状態になり やすく なり ます。

　 地域包括支援センタ ーでは、 市民館や地域のグループの集まり 等で介護予防教室を、 感染対策を講

じて開催しています。 ぜひご参加く ださ い。 またご自宅でも以下の 3 点に気をつけまし ょ う 。

❶運動

・ 毎日歩く 。 体操をする。

・ 運動の習慣を

身につける。

❷ 栄養

・ 肉や魚、 大豆製品などタン

パク質を摂る。

・ 定期的に歯科検診を

受ける。

❸ 社会参加

・ 家族や友人と おし ゃべり する。

・ 趣味やボランティ ア

活動に参加する。

■ 地域包括支援センタ ーの相談・ 活用例

転倒による骨折で入院。 歩行が困難になり 、 退

院後の生活が困難と相談。

⬇

要介護認定申請を行い、要支援２ の認定を受ける。

⬇

通所リ ハビリ テーショ ンに通う と 共に、 訪問ヘ

ルパーによる買い物支援と入浴介助を受ける。

県外に住む子どもから、 高齢の母親が１ 人暮ら

しで持病があるので不安と相談。

⬇

緊急通報装置と給食サービスの利用を申請する。

⬇

給食の配達時に見守り ができ、 緊急時にも速や

かに救急車の要請と 家族への連絡ができるこ と

で、 安心して生活を送れている。

１ 人暮らし で外出する機会が少なく 、 気持ちが

落ち込むことがあると相談。

⬇

チェ ッ ク リ スト により 、事業対象者に認定さ れる。

⬇

高齢者安心生活サポート 事業を利用し 、自宅を週

１ 回訪問するボランティ アと世間話をする。

認知症により 何度も自宅に帰れなく なる高齢者

がいて、 家族も困っていると民生委員から相談。

⬇

家族や民生委員、自治会役員、地域住民等が参加

して「 地域ケア会議」 を開催し 、対応を検討する。

⬇

近隣住民が日頃から声かけを行う こと、自治会主体

で行方不明時の模擬捜索訓練を行う こと を決める。
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４ ．地域での見守り４ ．地域での見守り

■ 民生委員・ 児童委員

　 民生委員は地域住民の一員と し て、 住民の立場に立って、 高齢者や障害のある方などから様々な相

談に応じ たり 、 福祉サービスについて案内し たり し て、 行政機関等と 地域住民をつなぐ役割を担って

います。

　 民生委員は児童委員も兼ねており 、子育てや妊娠中の不安に関する相談や支援も行っています。また、

地域全体の児童福祉について専門的に活動し 、 児童委員の活動をサポート する主任児童委員もいます。

　 民生委員・ 児童委員は無報酬のボランティ アですが、 厚生労働大臣から委嘱さ れた非常勤の地方公

務員と し て守秘義務があり 、 相談内容は厳守さ れます。 豊橋市では主任児童委員も 含め、 約 55 0 人

の民生委員・ 児童委員が「 地域の相談役」 と し て活動し ています。 お困り のこと があり まし たら、 お

近く の民生委員・ 児童委員にご相談く ださ い。

■ 地域包括ケアシステム

　 地域包括ケアシステムと は、 要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らし い生活を最後まで続

けられるよう に、 地域内でサービスが提供できる体制のこと です。 豊橋市では、 医療や介護の公的な

サービスに加え、 声かけや家事援助等の生活支援サービスや交流サロンや運動教室等の介護予防サー

ビスを、 地域住民が参加して提供さ れるよう に支え合いのまちづく り に取り 組んでいます。

■ とよはし 高齢者等おかえり 安心ネッ ト ワーク（ 豊橋おかえり ネッ ト ）

　 高齢になると 認知機能や身体機能の低下により 、 思わぬケガをし たり 、 道に迷ったり し て自宅に帰

れなく なるなど、 様々なト ラブルに巻き込まれる危険があり ます。 そのため、 民生委員だけでなく 地

域全体での見守り が求められています。

　 豊橋市では、 協力事業者による日常業務における高齢者等の見守り や、 高齢者の認知症による行方

不明情報を、 豊橋ほっと メ ール登録者に配信し 、 発見活動に協力し ていただく 「 と よはし 高齢者等お

かえり 安心ネッ ト ワーク （ 豊橋おかえり ネッ ト ）」 を運営し 、 高齢者が安心し て生活できる環境づく

り を進めています。

「 豊橋おかえり ネッ ト 」 の協力者を募集し ています。

右の二次元コード を読み込むか、 to u@ a nzen -a n sin .n e t

あてに空メ ールを送信し てく ださ い。

在宅・ 施設サービスかかりつけ医

サービスの利用・

担い手としての参加

生活支援・ 介護予防

住まい

医 療 介 護

通所・ 入所通院・ 入院

声かけ、家事援助、交流サロン、運動教室等

（ 自治会、民生委員、老人クラブ、ボランティ ア等）

・ 地域包括支援センター

・ ケアマネジャー

サービスの調整
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サービス名 介護予防サロン

シニアのための

食とお口の健康

講座

運動スタート

応援講座
体力健診

運動自主

グループの紹介

サービス内容

体操やゲーム

を楽し みなが

ら、 介護予防

に取り 組みま

す。

管理栄養士に

よ る 講話と、

歯科衛生士に

よる口腔、 お

口の体操を行

います。

体力測定やス

ト レッ チ、 筋力

ト レ ー ニ ン グ

等、 体力 づ く

り を行います。

講座終了後も

運 動 自 主 グ

ループと し て

活動できるよ

う にサポート

します。

体力測定を 行

い、 健康づく り

のた めの運動

の話をします。

運動スタ ート

応援講座の受

講者等が、 自

主的に活動し

ているグルー

プの紹介をし

ます。

対象要件

65 歳以上で足

腰に弱まり が

ある方

どなたでも

（ 高齢者 セ ミ

ナーと 同時開

催の場合は 65

歳以上の方）

65 歳以上の方 65 歳以上の方 グループ によ

り 要件が異な

ります。

問合せ先
社会福祉協議会

053 2-52 -111 1

長寿介護課　

0532 -51-2 33 9

区 分 通所サービス（ 施設に通う ） 訪問サービス

サービス名
通所介護

（ デイサービス）

通所リ ハビリ

テーショ ン

（ デイケア）

短期入所

生活介護

（ ショ ート ステイ）

訪問介護
訪問リ ハビリ

テーショ ン

サービス内容

食事や入浴等

の日常生活の

支援や機能訓

練を行います。

食事等の日常

生活の支援や

機能訓練、 リ

ハ ビ リ テ ー

ショ ンを行い

ます。

介護保険施設

に短期間入所

し て、 日常生

活の支援や機

能訓練を行い

ます。

ヘルパー等が、

身体介護（ 食

事・ 入浴・ 排せ

つ等） や生活

援助（ 買い物・

調理・ 洗濯等）

を行います。

理学療法士等

が、 生活機能

の維持・ 向上

のためのリ ハ

ビリ テーショ

ンを行います。

要介護（ １ ～５ ）

認定者
○要介護認定申請

・ 認定調査

・ 主治医意見書

● ● ● ● ●

要支援（ １ ・ ２ ）

認定者
● ● ● ● ●

事業対象者
○基本チェッ クリ

スト
● ●

５ ．主な在宅介護・ 生活支援サービス５ ．主な在宅介護・ 生活支援サービス

1 要介護認定申請または基本チェ ッ クリ スト による認定が必要な介護サービス

2 認定の有無に関わらず利用できる介護予防・ 生活支援サービス

◦ 介護保険のサービスには他に、 通所と訪問を組み合わせたサービスや、 介護保険施設に入所
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位置情報検索

サービス費用の助成
給食サービス

緊急通報装置の

貸与

救急医療情報

キッ ト の配付

高齢者

移動支援事業
シルバー優待制度

GPS 等 を 用 い

た位置情報検索

サービ スの加入

料金や機器購入

費等の初期費用

を助成します。

１ 日１ 食（ 昼食ま

たは夕食）、 週５

回まで食事を 自

宅に配達し、 栄

養改善と 安否確

認を行います。

緊急通報装置を

貸与し 、 定期的

な伺い電話によ

る 安否確認や孤

独感の解消を 図

る と 共に、 緊急

時に関係機関等

に通報します。

医療情報や緊急

連絡先等を 記入

し た用紙を 保管

でき る 救急医療

情報キッ ト を 自

宅に配置し、 救

急隊が救急搬送

時に確認します。

タ ク シ ー券、 電

車・ バス・ コミ ュ

ニ テ ィ バス共通

券、 元気パス購

入のいずれかを

助成します。

公共施設の利用

料金が、 優待料金

で利用できます。

※ 従 来 の シ ル

バー優待カ ード

は廃止しました。

40 歳以上で在宅

で 介護さ れ、 認

知症によ り 行方

不明の恐れがあ

る方

昼・ 夕食時に 6 5

歳以上のみの世帯

になり 、 調理が困

難かつ栄養状態の

改善が必要な方

65 歳以上で近隣

に親族がおら ず、

心身に不安があ

り 、 電話を お持

ちの方

日 中や 夜間 に、

65 歳以上のみの

世帯になる方

70 歳以上で、 世

帯全員が市民税

非課税の方

※障害者手帳所持

者は別制度あり 。

70 歳以上の方で、

公的機関が発行

し た身分証明書

を提示すること

長寿介護課　

0532 -51-31 34

長寿介護課　

0532 -51-2 35 9

（ 介護職員等が自宅を訪問） 福祉用具・ 住宅改修

訪問看護
高齢者安心

生活サポート
福祉用具貸与 特定福祉用具販売

シルバーカー等

購入費補助
住宅改修費支給

看護師等が、 療

養上の世話や診

療の補助を 行い

ます。

ボラ ン テ ィ アの

生活・ 介護支援

サポータ ーが週

１ 回、 傾聴や簡

単な生活援助を

行います。

日常生活の自立

を 助ける ための

福祉用具を 貸与

します。

※介護度によ り

利用でき ない用

具もあります。

入浴や排泄等に

使用する 福祉用

具の購入費を 支

給します。

※指定事業者か

ら の購入が対象

です。

足腰に衰えがあり

歩行に不安のある

方に、 シ ルバー

カー及び歩行補助

杖の購入費の一部

を補助し ます。

手すり の取り 付

けや段差解消等

の住宅改修を し

た と き に、 改修

費を支給します。

※事前の申請が

必要です。

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

（ 利用にあたっては、 担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにお問い合わせく ださい。）

（ 令和４ 年 10 月時点の内容です。 詳し く は各問合せ先にご確認く ださい。）

し て介護が受けられるサービスがあり ます。
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名 称 電話番号 所 在 地 担 当 校 区

豊橋市東部地域包括支援センター 64 -6 6 6 6 佐藤五丁目 22 -1 6 飯村、 岩西、 つつじが丘

さわらび地域包括支援センター 54 -3 5 2 1 牛川町字浪ノ 上 25-2 0
石巻、 牛川、 賀茂、 下条、

西郷、 嵩山、 玉川

赤岩荘地域包括支援センター 66 -1 2 6 2 多米町字大門 10 鷹丘、 多米

地域包括支援センター

ケアコープ豊橋
65 -8 5 6 7 平川南町 46 岩田、 豊

地域包括支援センター尽誠苑 65 -2 7 5 1 大脇町字大脇ノ 谷 7 4-5 4 谷川、 二川、 二川南

豊橋市中央地域包括支援センター 54 -7 1 7 0 前畑町 115 旭、 東田

地域包括支援センター喜寿苑 35 -6 7 7 0 前芝町字加藤 381 -2 大村、 下地、 津田、 前芝

地域包括支援センター

コープ豊橋中央
53 -1 5 1 9 前田町一丁目 4-2 新川、 松山、 向山

アースサポート 豊橋駅西

地域包括支援センター
43 -5 2 1 1 八通町 159-1 花田、 羽根井

地域包括支援センター

ベルヴューハイツ
33 -8 1 1 0 青竹町字青竹 96 吉田方

地域包括支援センターふく ろう 56 -0 0 1 8 八町通三丁目 132 八町、 松葉

地域包括支援センター真寿苑 39 -3 9 8 9 牟呂町字東明治郷下 1 汐田、 牟呂

豊橋市南部地域包括支援センター 25 -7 1 0 0 大清水町字大清水 546 磯辺、植田、大崎、大清水

地域包括支援センター作楽荘 48 -7 8 8 8 王ヶ崎町字上原 1-14 5 中野、 福岡

弥生王寿園地域包括支援センター 38 -0 5 0 8 弥生町字東豊和 2-1 栄、 高師

福祉村地域包括支援センター 45 -5 1 3 0 野依町字山中 19-1 芦原、 天伯、 野依

彩幸地域包括支援センター 23 -6 0 1 4 西赤沢町字深山 95
老津、 小沢、 杉山、 高根、

豊南、 富士見、 細谷

幸王寿園地域包括支援センター 38 -0 3 0 0 西幸町字浜池 323 幸

豊橋市役所長寿介護課　 05 32 -5 1 -3 1 3 4

地域包括支援センタ ー連絡先地域包括支援センタ ー連絡先


